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※ 令和２年７月現在実施中のパブリックコメントの内容を
もとに作成したものであり、今後、パブリックコメント
の結果を踏まえて内容が変更になる可能性があります。
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1.2 説明義務制度の対象

説明義務制度は、床面積※の合計が ㎡未満の建築物（住宅、非住宅建築物及び複合建築物の
いずれも対象です）について行う新築及び増改築が対象となります。
※ 建築物省エネ法施行令第４条第１項で定義する開放性を有する部分を除いた床面積になります。

ただし、以下の建築物については適用除外とされています。（詳細については、法第 条、令
第 条等をご確認下さい。）
・居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより、空気調和設備を設ける必要がない
ことが想定される用途に供する建築物（畜舎や自動車車庫など）

・保存のための措置等により省エネ基準に適合させることが困難な建築物（文化財指定された
建築物など）

・仮設建築物（建築基準法第 条に規定する仮設建築物）

また、 以下※の建築物の新築、増改築の規模が 以上※又は 以下※の増改築は対
象とはなりません。
※ いずれも開放性のある部分を除いた床面積により判断します

なお、説明義務制度は、制度の施行予定日である令和 年 月 日以降に建築士が委託を受け
た建築物の設計が対象となります。





26

4 
 

ＳＴＥＰ１ 情報提供（省エネの必要性・効果の情報提供）

（基本的な考え方）
「 説明義務制度のねらい」で説明したとおり、説明義務制度においては、建築士から建

築主に対して省エネの必要性や効果について情報提供を行うことを通じて、建築主の省エネ
に対する意識の向上につなげることが重要となります。
このため、説明義務制度の内容のほか、省エネの必要性や効果について、当該建築物の設

計に従事することとなる建築士（以下単に「建築士」という。）から建築主に対してあらかじ
め情報提供することが重要です。
情報提供の具体的な内容については、「 建築主に対して情報提供することが考えられる

内容の例」で具体的に例示します。また、情報提供を行うに当たっては、国土交通省等が作
成したチラシやリーフレット（「 参考」を参照ください。）を活用することも考えられます。
なお、省エネの必要性等の情報提供に合わせて、
・評価や説明を実施する場合、省エネ性能の計算等に費用が必要となること
・省エネ性能の計算の際に採用する計算方法によって、計算の精度や必要となる費用が異
なること

・省エネ性能向上のための工事等に係る費用や工期が必要となること
・省エネ性能を維持するためには建物の完成後も適切なメンテナンスやそのための費用が
必要となること

等についても情報提供を行い、建築主の理解を得ておくことも重要です。

（情報提供を行う時期）
情報提供を行う時期については、いつまでに行わなければならないという決まりはありま

せんが、建築主が希望する省エネ性能等は設計内容に大きく関係するため、事前相談の段階
など、できるだけ早い段階で行っておくことが重要です。また、後述するように、ＳＴＥＰ
１の情報提供とＳＴＥＰ２の意思確認を一体的に行うことも考えられます。
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ＳＴＥＰ２ 評価・説明の実施に関する建築主の意思確認

（基本的な考え方）
説明義務制度においては、建築士は、設計の委託契約を結んだ建築主に対して、省エネ基

準への適否について評価を行った上で、その結果を説明する必要があります。
その際、評価・説明の実施に関する建築主の意思に応じて、後述の書面の作成や保存が必

要となります。このため、評価・説明の要否について、あらかじめ建築主の意思を確認して
おく必要があります。また、この意思確認と併せて、省エネ計算の実施に当たり採用する計
算方法、評価の時期や回数のほか、設計変更があった場合の評価・説明の扱いについても説
明を行い、合意を得ておくことが重要です。

（意思確認を行う時期）
建築主の意思確認を行う時期については、いつまでに行わなければならないという決まり

はありませんが、評価や説明を行うタイミングなど設計のプロセスのほか、評価等に要する
費用等にも関係するため、設計契約前の事前相談の段階や建築士法に基づく重要事項説明を
行う際にＳＴＥＰ１の省エネの必要性や効果の情報提供と併せて行うなど、できるだけ早い
段階で行うことが重要です。

（評価・説明は不要であることを表明する書面の作成・保存）
建築主が評価・説明は不要であるとの意思を表明する場合には、建築主はその旨を記載し

た書面（以下「意思表明書面」という。）を作成し、建築士に提出する必要があります。また、
建築士が受領した当該書面は、建築士法に基づく保存図書として、建築士事務所の開設者が
建築士事務所に 年間保存する必要があります。
なお、建築主が評価・説明を希望する場合には、意思表明書面の作成の必要はありません

（この場合、 ４において、建築士が説明に用いた書面の写しを建築士事務所に保存する
こととなります。）。
また、建築主が評価・説明を希望しない場合であっても、トラブルを避ける観点から、

１において、省エネの必要性や効果を十分に説明し、建築主の理解を得ておくことが重要で
す。
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（参考様式）ＳＴＥＰ１の情報提供とＳＴＥＰ２の意思確認を併せて行うためのリーフレット
（表面）
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（裏面）

✓ 
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～コラム１～ 建築主が求める省エネ水準に関する意向確認

省エネに関する水準には、建築物省エネ法で定められた省エネ基準のほかに、省エネ基準
より高い民間の水準として、住宅の水準である ※１（ ）や
の ～ グレード※２や非住宅建築物の水準である ※３（ ）な
どがあります。
説明義務制度に基づく意思確認の際には、省エネ基準への適合について建築主の意向を確

認するほか、質の高いストックの形成に向け、これらの水準を満たすようなさらに高い省エ
ネ性能の建築物とすることを希望するかなど、建築主の求める省エネ性能についても確認し
ておくことも考えられます。
※１ ＺＥＨロードマップ検討委員会策定

※２ 年を見据えた住宅の高断熱化技術開発委員会策定

※３ ＺＥＢロードマップ検討委員会策定

～コラム２～ 設計段階における建築主とのコミュニケーション

建築士は、建築主が求める省エネ性能を踏まえて設計を進めることになりますが、建物の
省エネ性能は、建築主が希望するプラン・空間や住まい方・使い方、コスト等とも密接に関
係します。建築主は、これらのバランスを踏まえて最終的にどの程度の省エネ水準の建物と
するかを決めるため、建築主と設計内容の打ち合わせを行う際に、省エネ性能についても意
識しながら打ち合わせを行うなど、設計の途中段階においても省エネに関して緊密にコミュ
ニケーションを図ることが重要です。
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ＳＴＥＰ３ 省エネ性能の評価

（基本的な考え方）
ＳＴＥＰ２で建築主の意思を確認した上で、建築士は設計する建物について、省エネ性能

を計算し、省エネ基準に適合しているかどうかについて評価（＝省エネ性能を計算した結果
が省エネ基準に適合しているか否かの確認）を行います。建物の具体的な省エネ性能の計算
方法については、他の講習会テキスト等をご参照ください。

なお、増改築を行う場合の評価は、当該増改築に関する部分のみを評価するのではなく、
建物全体について省エネ基準への適否を評価することに注意が必要です。
この際、既存部分の断熱材の使用状況や設備の性能が不明であるために、増改築後の建物

全体の省エネ性能を計算することが困難である場合には、既存部分の建設時期や増改築の内
容・規模等を総合的に勘案し、増改築後も省エネ基準に適合することが困難であるとして省
エネ基準に不適合であると評価することも考えられます。また、住宅の場合、増改築を行う
部分については説明できるよう、増改築を行った部分の仕様規定（ 国土交通省告示第
号）への適合性について整理しておくことも考えられます。

また、併用住宅や複合建築物の評価は、住宅部分と非住宅部分について個別に省エネ基準
への適合性を判断するのではなく、１つの建物として省エネ基準への適合性を判断すること
に注意が必要です。

気候風土適応住宅の評価は、設計する住宅が気候風土適応住宅の要件に適合しているか否
かを建築士が判断した上で、気候風土適応住宅の基準に基づき評価を行うことに注意が必要
です。

（省エネ性能の評価を行う時期）
説明義務制度に基づく省エネ性能の評価については、実施設計がある程度進み、省エネ性

能に影響する設計が概ねまとまった段階で行うことが考えられます。
その際の、省エネ性能の計算については、建築士自らが実施するほか、省エネ性能の計算

を専門に行う外部の事業者に委託することも考えられます。ただし、外部の事業者に省エネ
性能の計算を委託する場合であっても、評価については、委託業者による計算結果を踏まえ
て建築士の責任において行う必要があります。
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～コラム３～ 省エネ基準に関する留意点

住宅や建築物の省エネ基準は地域の区分に応じて設定されていますが、地域の区分は
年 月に見直しが行われています。このため、設計する建物の建設地の最新の地域の区分を
確認しておくことが重要です。
そのほか、建築物省エネ法では、地方公共団体がその地域の気候・風土の特殊性を踏まえ

て独自に省エネ基準を強化することができることとされているため、設計する建物を建設す
る地域の省エネ基準が強化されていないかを確認する必要があります。

～コラム４～ 増改築を行う場合の基準

増改築を行う場合の評価は、増改築を行う部分だけではなく、当該建物全体について省エ
ネ基準への適否を評価する必要があります。
その際、既存の住宅や建築物の増改築を行う場合に適用される省エネ基準は、新築する場

合の基準と異なること、また、増改築を行う住宅や建築物が 年 月 日時点で存在し
ていたか否かによって異なることに注意が必要です。

表 増改築を行う場合の省エネ基準

増改築を行う住宅・建築物が
2016.4.1 時点で

存在する場合 存在しない場合

建築物 BEI※ 1.1 1.0

住宅
外皮基準

一次エネ基準に
適合する場合に
限り、適用され
ない

適用される

BEI※ 1.1 1.0

※ＢＥＩ
設計一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く）

基準一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く）
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～コラム５～ 併用住宅の場合の評価

併用住宅の場合、住宅部分と非住宅部分のそれぞれについて省エネ性能の計算を行った上
で、次のいずれかに適合することを確認することになります。
・「非住宅部分が非住宅の省エネ基準に適合」かつ「住宅部分が住宅の省エネ基準に適合」
・「非住宅部分と住宅部分の設計一次エネルギー消費量の合計が非住宅部分と住宅部分の
基準一次エネルギー消費量の合計を超えない」かつ「住宅部分が住宅の外皮基準に適合」

～コラム６～ 気候風土適応住宅の場合の基準

伝統的構法を採用している住宅については、断熱化が困難な両面真壁の土塗壁等の仕様を
採用していることにより、一般的に、省エネ基準への適合が困難な場合があります。
一方で、こうした伝統的構法の住宅は、通風・日射の活用や制御、地域の建築材料の採用、

地域で培われてきた住まい方への配慮といった、地域の気候・風土を踏まえた工夫の採用に
より、優れた居住環境を有しています。
こうした住まいづくりの重要性に配慮し、建築物省エネ法においては、地域の気候及び風

土に応じた住宅（気候風土適応住宅）については、説明義務制度の適用にあたり、省エネ基
準を一部合理化しています。
この気候風土適応住宅の要件については、建築物省エネ法において規定されているほか、

所管行政庁がその地域の自然的社会的条件の特殊性に応じて要件を定める場合もあるため、
住宅を建設する地域の要件がどのようになっているかを確認する必要があります。

表 気候風土適応住宅の場合の省エネ基準

外皮基準 適用除外

一次エネルギー消費量
一般的な住宅で導入されている設備（標準設備）の
採用により基準を満たせる水準に合理化
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ＳＴＥＰ４ 評価結果を建築主へ説明

（基本的な考え方）
建築士は、ＳＴＥＰ３で行った評価に基づき、

・省エネ基準への適否
・省エネ基準に適合していない場合、省エネ性能を確保するための措置
について、書面（以下「説明書面」という。）を交付して説明を行います。説明書面の例につ
いては、次ページを参照ください。
また、省エネ性能の計算を行った結果、省エネ基準に適合していない場合は、省エネ性能

確保のための措置についても説明を行う必要があります。その際、建築主は省エネ基準へ適
合させる努力義務があることから、その旨を説明するとともに、省エネ基準へ適合させるた
めに必要な措置を説明し、省エネ基準に適合させることを促すことが考えられます。具体的
な説明の例については、 を参照ください。
なお、これらの説明等については、テレビ電話等の を活用して行うことも可能となる予

定です。その場合の注意点については、コラム８を参照ください。

（説明の時期）
説明を行う時期については、建築士からの評価結果の説明を踏まえて建築主が設計内容の

変更を希望する場合も考えられることなどから、当該設計の工事の着工までに余裕を持って
行う必要があります。

（説明書面の保存）
説明書面は、建築士法に基づく保存図書として、建築士事務所の開設者が建築士事務所に
年間保存する必要があります。このため、建築主に対して書面を交付して説明を行った上

で、説明書面の写しを保存することになります。なお、評価の根拠となる省エネ性能の計算
書等については、保存図書の対象とはなっていません。
これらの書面は、都道府県等による建築士事務所への立ち入り検査の際に、意思表明書面

や説明書面が保存されているかについても検査の対象となり、保存されていない場合には、
建築士法に基づく処分の対象となる可能性があります。



35

説
明
義
務
制
度
に
つ
い
て

２

1313 
 

（説明書面の例１） 省エネ基準に適合している場合
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（説明書面の例２） 省エネ基準に適合していない場合
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（増改築を行う場合の説明）
ＳＴＥＰ３で説明したとおり、増改築を行う場合であっても、建物全体について省エネ基

準への適否を評価した上で、その結果を説明する必要があります。
ただし、部分的な増改築を行う場合には、住宅・建築物全体を省エネ基準に適合させるこ

とが難しいケースもあるため、その場合には、増改築を行った部分は仕様規定に適合してい
るなど、増改築部分の改善状況などについても併せて説明を行うことが必要と考えられます。

（気候風土適応住宅に該当する場合の説明）
設計する戸建住宅等が気候風土適応住宅に該当する場合には、建築主への説明の際に、省

エネ基準への適否等に加えて、当該住宅が気候風土適応住宅に該当することについても書面
に記載し、説明を行うようにしましょう。
その際、気候風土適応住宅の趣旨や合理化される省エネ基準の内容、気候風土適応住宅の

要件のうちどれに該当するのかについても合わせて説明するようにしましょう。

～コラム７～ 備考欄の活用
説明書面には、次のような項目などについても記載して説明を行い、建築主の理解を深め

ることが考えられます。
・外皮平均熱貫流率（ＵＡ値）、冷房期の平均日射熱取得率（η 値）、ＢＥＩなどの省エネ
ルギー性能値の意味や計算結果

・省エネ計算の実施に当たり採用した計算方法
・省エネ計算の結果について、住宅性能表示制度の設計性能評価やＢＥＬＳなどの第三者
機関による審査のほか、低炭素建築物新築等認定、省エネ性能向上計画認定を受けてい
る場合又は受ける予定がある場合はその旨（評価書や認定書等を添付する）

・省エネ基準に適合していない場合は、適合させるために必要な措置とそのコスト
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（説明書面の例３） 増改築を行う場合
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（説明書面の例４） 気候風土適応住宅の場合
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～コラム８～ IT を活用する場合の注意点

※具体的な実施方法については、今後改めてお示しする予定です。
テレビ電話や 会議システム等の を活用して説明を行う場合は、建築主との合意形

成が適切に行われるよう、次の条件が遵守されている環境下で行う必要があります。
なお、 を活用した説明を開始した後、映像が見えない、音声を聞き取ることができない

状況が生じた場合には、直ちに説明を中断し、その状況が解消された後に説明を再開する必
要があります。
①建築士及び建築主が、説明書面及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像を
視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向で
やりとりできる環境において実施していること。

②建築士が作成した説明書面を、建築主に対してあらかじめ郵送していること。
③建築主が、説明書面を確認しながら説明を受けることができる状態にあること、また、
映像及び音声の状況について、建築士が説明を開始する前に確認していること。

④建築士は、テレビ会議等の開始前に、画面上で建築主が本人であることを確認すること。
また、建築士は、テレビ会議の開始前に、画面上で建築主に建築士免許証明書等を提示
すること。

～コラム９～ 評価結果の説明時に併せて説明することが考えられる内容

評価結果の説明時には、省エネ基準への適否等だけでなく、以下の内容についても説明す
ることが考えられます。
・新築する建物が省エネ基準に適合していない場合、適合させるために必要な措置とその
コスト

・オーニング、植栽等を利用した日射遮蔽など現行の省エネ基準では評価対象となってい
ないものの、省エネ性能向上に資する取組
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～コラム10～ 竣工・引き渡し段階の情報提供

建物の使用段階におけるエネルギー消費量を削減するためには、省エネ性能の高い建物を
建築するだけでなく、その使用段階においてもエネルギー消費量削減に配慮した使い方が重
要となります。
このため、建物の竣工・引き渡しの段階において、自然風を用いた温度管理、設備の省エ

ネにつながる使い方の工夫など、建物の使い方や住まい方についてアドバイスすることも重
要です。
また、将来の増改築や建物の売買の際に設計仕様や省エネ基準への適合状況が分かるよう、

竣工時の設計図書や説明書面を適切に保存しておくよう促すことも重要です。

～コラム11～ 使用開始後のエネルギーの使用状況の点検

建物を建築主に引き渡し、実際に建物が使われ始めた後も、建築士が建築主に建物の使い
方や住まい方について聞き取りを行い、改善策をアドバイスすることは、建築主の気づきに
つながるため、建物のエネルギー消費量を削減する上で有効です。また、点検を通じて得ら
れた建築主の使い方や住まい方は、その後の設計において省エネを考える上でヒントにもな
ります。
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2.2 説明を行った後に計画変更が生じた場合の対応

説明義務制度は、建築士から建築主に対して、設計する建物の省エネ性能等について説明を行
うことを通じて、建築主の行動変容を促すことをねらいとした制度であるため、建築主に対して
説明を行った後、設計変更が生じるたびに改めて評価・説明を行う必要はありません。
ただし、当初の説明において省エネ基準に適合していると説明していたものの、設計変更によ

り省エネ基準に適合しなくなる場合には、省エネ基準に適合させたいという建築主の意向に沿わ
ない設計となる可能性があるため、再度説明を行うようにしましょう。
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2.3 省エネ性能を高めるための措置の例

設計した建物が省エネ基準に適合していない場合に、建築主に対して説明を行う省エネ性能を
確保するための措置の例をお示しします。ここでお示ししている措置はあくまで一例であるため、
実際の評価・説明のプロセスにおいては計画内容に応じた措置を検討し、説明を行うことになり
ます。

2.3.1 建材や設備の変更による措置

（断熱性能を高める措置）
・同じ種類の断熱材を使用して性能が高くなるように変更する

（例）外壁に使用している断熱材の厚さを○○から●●に大きくする。
・断熱性能の高い別の種類の断熱材に変更する

（例）外壁に使用している断熱材を○○から●●に変更する。
・断熱性能の高い窓に変更する

（例） 階のリビングに設置された窓を○○から●●に変更する。

（日射遮蔽性能を高める措置）
・日射遮蔽性能の高い窓に変更する

（例） 階のリビングに設置された窓を○○から●●に変更する。
・ひさしを設置する

（例） 階のリビングに設置された窓にひさしを設置する。

（一次エネルギー消費性能を高める措置）
・エネルギー効率の高い設備に変更する

（例）従来型給湯器を潜熱回収型給湯器に変更する。
電気ヒーター給湯機を電気ヒートポンプ給湯機に変更する。
白熱灯を に変更する。

・再生可能エネルギーを利用する
（例）太陽光発電設備を設置する。

（既存の住宅・建築物を増改築する際の措置）
・既存部分の外皮や設備の省エネ改修

（例）既存部分の外壁の断熱改修を行う。
既存部分の空調設備を入れ替える。
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2.3.2 精度の高い計算の実施

・精度の高い計算方法に変更する
（例）モデル住宅法ではなく、標準計算ルートや簡易計算ルート（住戸の外皮の面積等を

用いずに外皮性能を評価する方法）で計算する。

～コラム 12～ 外皮性能と一次エネルギー消費量

建物の省エネ性能を高める上で、外皮性能を高めることは有効な方法の一つです。
その一方で、寒冷地において日射熱取得率の小さな窓を使用することにより日射の取得量

が減り、暖房負荷が大きくなる場合があるほか、蒸暑地において断熱性能の高い断熱材を使
用することにより建物内に入った熱が建物外へ逃げづらくなり、冷房負荷が大きくなる場合
もあります。
このため、建物の省エネ性能を高める上では、単に断熱性能や日射遮蔽性能の高い建材を

使用するだけでなく、それによる一次エネルギー消費量への影響も踏まえて、総合的に計画
することが重要です。
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2.4 進め方の具体的な例

説明義務制度に基づいて、情報提供や評価・説明を行う場合の進め方の具体的な例を示します。
必ずしもここに示した例の通りに進める必要はありませんが、説明義務制度を実施する際の参考
にしてください。
なお、以下のような説明方法は、法令に反するおそれがあります。
・評価・説明を行わない。
・評価・説明の要否の意思確認において、一般的には希望しない方が多いと説明するなど、恣
意的に評価や説明を実施しない方向に誘導する。

・建築士の責任において評価を行わない（建築士以外の主体が評価を行っている）。
・設計・施工・契約等に関する多様な他の書面とあわせて説明書面を交付するのみで、特筆し
て説明を行わない。

・省エネ基準に不適合の場合に、省エネ性能を高めるための措置について、具体的な説明がな
い。

上記のほかにも、例えば、建築士が省エネの必要性や効果に関する情報提供を行わず、省エネ
性能を向上させることでコストが増加するとだけ説明していたため、建築主は省エネ基準に適合
しなくてもよいとしていたものの、もし建築士から省エネの必要性や効果の情報提供が行われて
いれば適合させることを検討していたなど、後にトラブルにつながることも想定されますので、
十分にご注意ください。
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3. 建築主に対して情報提供することが考えられる内容の例

建築士から建築主に対して情報提供することが考えられる省エネの必要性やその効果の内容と
しては、次のような内容が考えられます。
情報提供に当たっては、建築主の省エネに対する理解の向上のため、できるだけ丁寧にきめ細

かく説明するよう心がけましょう。
その際、円滑な情報提供のため、国土交通省が作成したパンフレット等も必要に応じてご活用

ください（ をご参照ください。）。

※【】内に“住宅”とある項目は住宅に深く関連する内容、“非住宅”とある項目は非住宅に深く関連
する内容であることを示しています。

(1) パリ協定を踏まえた我が国の温室効果ガス排出削減量の目標【住宅・非住宅】
日本は石油やガスを輸入に頼っているため、エネルギーの安定供給が海外の情勢に大きく

左右されること、世界で地球温暖化対策を進めるために各国で温室効果ガス排出量削減の目
標を設定していることから、省エネ対策が重要になっています。
建築物省エネ法は、建物についても省エネ対策を進める観点から制定された法律であり、

今般、建物の省エネ性能を説明することとなったのも、この法律で義務づけられたためです。

(2) 建築主の努力義務【住宅・非住宅】
建築物省エネ法では、建物を新築や増改築するときは、建築主に省エネ基準に適合させる

努力義務を課しています。また、修繕や模様替えのときは、建築主にできる限り省エネ性能
を向上させる努力義務を課しています。

(3) 快適性の向上【住宅・非住宅】
断熱性能が不十分な建物では、屋内と屋外で熱が出入りしやすいため、冬の暖房や夏の冷

房が効きにくく、日射遮蔽性能が不十分な建物では夏の冷房が効きにくいため、エネルギー
を使っている割に部屋の快適性が得られにくくなります。
少ないエネルギーで暖房や冷房を効かせ、部屋を快適にするためには、高い断熱性能をも

つ窓の設置や、外気に接する壁や床、屋根（天井）等に十分な断熱材を入れることによって
建物の断熱性能を高めることや、日射を遮るひさしの設置などによって建物の日射遮蔽性能
を高めることが有効です。
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(4) 光熱費の削減効果【住宅・非住宅】
効率的な暖冷房を行えるよう、断熱性能や日射遮蔽性能を確保し、効率の良い設備を採用

した省エネ性能を有する建物は、使用開始後の電気やガス等の消費量を小さく抑えることが
できます。
省エネ性能を高めるためには、新築の段階でコストがかかりますが、使用段階で光熱費の

削減にもつながることから、建物の一生で必要なコストを見据えて検討することが重要です。

(5) 室内の温熱環境と健康への影響【住宅】
最近の調査によると、室内の温熱環境が住まい手の健康づくりにもつながることが分かっ

てきました。住宅等の快適な温熱環境を確保する上で、一定の断熱性能を有する住宅とする
ことは有効です。
これらの内容の説明に当たっては、これまで得られた知見をまとめたリーフレット『「省エ

ネ住宅」と「健康」の関係をご存じですか？』（ を参照ください。）が参考となります。

(6) 省エネ性能が高い住宅・建築物への支援措置【住宅・非住宅】
省エネ性能が高い住宅や建築物に対しては、国等による補助金のほか、税制上の優遇や住

宅金融支援機構の融資などの支援措置があります。
省エネ性能を高める上で必要となる追加的なコストの負担軽減につながり、省エネ性能の

高い住宅・建築物の整備に取り組みやすくなりますので、これらの支援措置についても積極
的に情報提供することが考えられます。

(7) 災害時等の継続利用可能性【住宅・非住宅】
災害等により電力やガス等のエネルギー供給が制限された場合、断熱性能を有する住宅や

建築物は、建物内の室温の変化を緩やかに抑えることができます。また、エネルギー効率の
高い設備を使用している場合には、少ないエネルギーでこれらの設備を使用することが可能
です。
その他、太陽光発電設備等の発電機能を有する設備とともに蓄電池を設置している場合に

は、例えば停電中であっても、電気を作り出し、使用することが可能となるため、災害時等
に建物を継続して使用する際に役に立つ場合があります。
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(8) 地域の気候及び風土に応じた住宅【住宅】
伝統的な構法を用いた住宅については、断熱が困難な構法を採用していることや比較的大

きな開口部を有していること等により、一般的に省エネ基準への適合が困難な場合がありま
す。
このため、建築物省エネ法では、通風の確保など地域の気候・風土・文化を踏まえた工夫

の活用により優れた居住環境の確保を図る伝統的構法による住まいづくりの重要性に配慮し、
地域の気候及び風土に応じた住宅（気候風土適応住宅）については、省エネ基準を一部合理
化する措置を講じています。

(9) 住まい方、使い方の工夫【住宅・非住宅】
住宅や建築物の省エネ性能を高めることは、エネルギー消費量を削減する上で有効な方法

ですが、省エネを意識した住まい方や使い方を工夫することも重要です。
例えば、すだれやブラインドを積極的に活用して建物内に入ってくる日射量を調整したり、

冷房設備の使用に代えて風を積極的に取り入れることにより室内の温度環境を調節したりす
ることなどが考えられます。

(10) 省エネにも資する緑化【住宅・非住宅】
建物そのものの省エネ化による取組の他に、樹木等を省エネにも資するように活用する方

法もあります。
例えば、緑のカーテンや屋上緑化等により躯体への太陽光の入射を遮ったり、蒸散作用に

より建物周辺の温度上昇を緩和したりすることが期待できるほか、落葉樹を植えることによ
り夏場は日射を遮って冷房負荷を軽減（部屋を暖めにくく）し、冬場は日射を取り入れて暖
房負荷を軽減（部屋を暖めやすく）することなどが考えられます。









54

323  
 

4.1.4 あたたか住まいガイド（作成：一般財団法人ベターリビング）
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2) 設計図書の記載例
<太陽光発電設備図>

JIS C 8951,JIS C 8942による 

（傾斜角） すべて南向きとする 

2.10-1 太陽電池の種類

2.10-2 アレイ設置方法

2.10-3 アレイのシステム容量

2.10-4 システム容量の試験方法

2.10-5 パネルの設置方位角

2.10-6 パネルの設置傾斜角
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３．計画書記載例
（記入例）

様式第一（第一条第一項関係）（日本工業規格Ａ列４番）

（第一面）

計画書

年 月 日

株）●● 殿

提出者の住所又は 京 千代 ●●

主たる事務所の所在地

提出者の氏名又は名称 ●●株式

代 表 者 の 氏 名 代 取

印

設計者氏名 計 印

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第 条第１項（同法第 条第 項において読み替えて適

用する場合を含む。）の規定により、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出します。この計画書及び添付

図書に記載の事項は、事実に相違ありません。

（本欄には記入しないでください。）

受付欄 適合判定通知書番号欄 決裁欄

年 月 日 年 月 日

第 号 第 号

係員印 係員印
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（記入例）

（第二面）

建築主等に関する事項

【１．建築主】

【イ．氏名のフリガナ】 ●● ｼ ｮ ﾄﾘ ﾏﾘ ｼ ﾁ ﾝ
【ロ．氏名】 ●● 会社 代 取 社 建 エ 夫
【ハ．郵便番号】

【ニ．住所】 東 代田区●●
【ホ．電話番号】

【２．代理者】

【イ．資格】 （ ）建築士 （ ）登録第 号

【ロ．氏名】 計
【ハ 建築士事務所名】 （ ）建築士事務所（ ）知事登録第 号

【ニ．郵便番号】

【ホ．所在地】 区●●町
【ヘ．電話番号】

【３．設計者】

（代表となる設計者）

【イ．資格】 （ ）建築士 （ 臣 ）登録第 号

【ロ．氏名】 計
【ハ 建築士事務所名】（ 級）建築士事務所（ 東 ）知事登録第 号

【ニ．郵便番号】

【ホ．所在地】 区●●町
【ヘ．電話番号】

【ト．作成した設計図書】

（その他の設計者）

【イ．資格】 （ ）建築士 （ ）登録第 号

【ロ．氏名】

【ハ 建築士事務所名】（ ）建築士事務所（ ）知事登録第 号

【ニ．郵便番号】

【ホ．所在地】

【ヘ．電話番号】

【ト．作成した設計図書】

【イ．資格】 （ ）建築士 （ ）登録第 号

【ロ．氏名】

【ハ 建築士事務所名】（ ）建築士事務所（ ）知事登録第 号

【ニ．郵便番号】

【ホ．所在地】

【ヘ．電話番号】

【ト．作成した設計図書】

【イ．資格】 （ ）建築士 （ ）登録第 号

【ロ．氏名】

【ハ 建築士事務所名】（ ）建築士事務所（ ）知事登録第 号

【ニ．郵便番号】

【ホ．所在地】

【ヘ．電話番号】

【ト．作成した設計図書】

【４ 確認の申請】

□申請済（ ●●指 区 ）

□未申請（ ）

【５．備考】

✔ 
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（記入例）

（第三面）

建築物エネルギー消費性能確保計画

建築物及びその敷地に関する事項

【１．地名地番】 代 ●●

【２．敷地面積】 ㎡

【３．建築面積】 ㎡

【４．延べ面積】 ㎡

【５．建築物の階数】 （地上） 階 （地下） 階

【６．建築物の用途】 □非住宅建築物 □複合建築物

【７．工事種別】 □新築 □増築 □改築

【８．構造】 ク 一部 造

【９．該当する地域の区分】 地域

【１０．工事着手予定年月日】 年 月 日

【１１．工事完了予定年月日】 年 月 日

【１２．備考】

✔ 

✔ 
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（記入例）

（第五面）

［非住宅部分に関する事項］

【１．非住宅部分の用途】事務所

【２．非住宅部分の床面積】 （ 床面積 ）（開放部分を除いた部分の床面積）

【イ．新築】 （ ㎡） （ ㎡）

【ロ．増築】 全体（ ㎡） （ ㎡）

増築部分（ ㎡） （ ㎡）

【ㇵ．改築】 全体（ ㎡） （ ㎡）

改築部分（ ㎡） （ ㎡）

【３．基準省令附則第３条の適用の有無】

□有（竣工年月日 年 月 日 竣工）

□無

【４．非住宅部分のエネルギー消費性能】

（一次エネルギー消費量に関する事項） 

□基準省令第１条第１項第１号イの基準 

基準一次エネルギー消費量 GJ/年 

設計一次エネルギー消費量 GJ/年 
ＢＥＩ（ ） 

□基準省令第１条第１項第１号ロの基準 

ＢＥＩ（ ）
 

□国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（ ）

【５．備考】

✔ 

✔ 
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（記入例）

（第六面）

［住宅部分に関する事項］

【１．建築物の住戸の数】 戸

【２．住宅部分の床面積】 （ 床面積 ）（開放部分を除いた部分の床面積）

【イ．新築】 （ ㎡） （ ㎡）

【ロ．増築】 全体（ ㎡） （ ㎡）

増築部分（ ㎡） （ ㎡）

【ㇵ．改築】 全体（ ㎡） （ ㎡）

改築部分（ ㎡） （ ㎡）

【３．基準省令附則第２条の適用の有無】

□有（国土交通大臣が定める基準に適合するもの）

□無

【４．基準省令附則第４条の適用の有無】

□有（竣工年月日 年 月 日 竣工）

□無

【５．住宅部分のエネルギー消費性能】

（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） 
□基準省令第１条第１項第２号イ⑴(ⅰ)の基準 
□基準省令第１条第１項第２号イ⑴(ⅱ)の基準 
住棟単位外皮平均熱貫流率 W/(㎡・K)（基準値 W/(㎡・K)） 
住棟単位冷房期平均日射熱取得率  （基準値  ） 

□基準省令第１条第１項第２号イ⑵(ⅰ)の基準 
□基準省令第１条第１項第２号イ⑵(ⅱ)の基準 
住棟単位外皮平均熱貫流率 W/(㎡・K)（基準値 W/(㎡・K)） 
住棟単位冷房期平均日射熱取得率  （基準値  ） 

□基準省令第１条第１項第２号イ⑶の基準 
□国土交通大臣が認める方法及びその結果 
（ ） 

□基準省令附則第４条第１項の規定による適用除外
 （一次エネルギー消費量に関する事項） 

□基準省令第１条第１項第２号ロ⑴の基準 
基準省令第４条第３項に掲げる数値の区分（□第１号 □第２号） 
基準一次エネルギー消費量 GJ/年 
設計一次エネルギー消費量 GJ/年 
ＢＥＩ（ ） 

□基準省令第１条第１項第２号ロ⑵の基準 
基準省令第４条第３項に掲げる数値の区分（□第１号 □第２号） 
ＢＥＩ（ ） 

□基準省令第１条第１項第２号ロ⑶の基準 
□国土交通大臣が認める方法及びその結果 

（ ）

【６．備考】
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（記入例）

（第七面）

〔住戸に関する事項〕

【１．住戸の番号】

【２．住戸の存する階】 階

【３．専用部分の床面積】 ㎡

【４．住戸のエネルギー消費性能】

（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） 
□基準省令第１条第１項第２号イ⑴(ⅰ)の基準 
外皮平均熱貫流率 W/(㎡・K) （基準値 W/(㎡・K)） 
冷房期の平均日射熱取得率 （基準値 ） 

□基準省令第１条第１項第２号イ⑵(ⅰ)の基準 
外皮平均熱貫流率 W/(㎡・K) （基準値 W/(㎡・K)） 
冷房期の平均日射熱取得率 （基準値 ） 

□基準省令第１条第１項第２号イ⑶の基準 
□国土交通大臣が認める方法及びその結果 
（ ） 

□基準省令附則第４条第１項の規定による適用除外
 （一次エネルギー消費量に関する事項） 

□基準省令第１条第１項第２号ロ⑴の基準 
基準一次エネルギー消費量 GJ/年 
設計一次エネルギー消費量 GJ/年 
ＢＥＩ（ ） 

□基準省令第１条第１項第２号ロ⑵の基準 
ＢＥＩ（ ）

 □基準省令第１条第１項第２号ロ⑶の基準 
□国土交通大臣が認める方法及びその結果 
（ ）
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（記入例）

（別紙）基準省令第１条第１項第２号イ⑶の基準又は基準省令第１条第１項第２号ロ⑶の基準を用いる場合

１．住戸に係る事項

（１）外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置

１）屋根又は天井

【断熱材の施工法】□内断熱工法 □外断熱工法

□充填断熱工法 □外張断熱工法 □内張断熱工法

【断熱性能】□断熱材の種別及び厚さ（種別 ）（厚さ ）

□熱貫流率（ ㎡・ ） □熱抵抗値（ ㎡・ ）

２）壁

【断熱材の施工法】□内断熱工法 □外断熱工法

□充填断熱工法 □外張断熱工法 □内張断熱工法

【断熱性能】□断熱材の種別及び厚さ（種別 ）（厚さ ）

□熱貫流率（ ㎡・ ） □熱抵抗値（ ㎡・ ）

３）床

（イ）外気に接する部分

【該当箇所の有無】□有 □無

【断熱材の施工法】□内断熱工法 □外断熱工法

□充填断熱工法 □外張断熱工法 □内張断熱工法

【断熱性能】□断熱材の種別及び厚さ（種別 ）（厚さ ）

□熱貫流率（ ㎡・ ） □熱抵抗値（ ㎡・ ）

（ロ）その他の部分

【該当箇所の有無】□有 □無

【断熱材の施工法】□内断熱工法 □外断熱工法

□充填断熱工法 □外張断熱工法 □内張断熱工法

【断熱性能】□断熱材の種別及び厚さ（種別 ）（厚さ ）

□熱貫流率（ ㎡・ ） □熱抵抗値（ ㎡・ ）

４）土間床等の外周部分の基礎

（イ）外気に接する部分

【該当箇所の有無】□有 □無

【断熱性能】□断熱材の種別及び厚さ（種別 ）（厚さ ）

□熱貫流率（ ㎡・ ） □熱抵抗値（ ㎡・ ）

（ロ）その他の部分

【該当箇所の有無】□有 □無

【断熱性能】□断熱材の種別及び厚さ（種別 ）（厚さ ）

□熱貫流率（ ㎡・ ） □熱抵抗値（ ㎡・ ）

５）開口部

【開口部比率】（ ）【開口部比率区分】（ ）

【断熱性能】□建具等の種類（建具の材質・構造 ）

（ガラスの種別 ）

□熱貫流率 （ ㎡・ ）

【日射遮蔽性能】

□ガラスの日射熱取得率（日射熱取得率 ）

□付属部材 （南± 度に設置するもの ）

（上記以外の方位に設置するもの ）

□ひさし、軒等
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（記入例）

６）構造熱橋部

【該当箇所の有無】□有 □無

【断熱性能】断熱補強の範囲（ ㎜） 断熱補強の熱抵抗値（ ㎡・ ）

（２）空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置

【暖房】暖房設備（ ）

効率（ ）

【冷房】冷房設備（ ）

効率（ ）

【換気】換気設備（ ）

効率（ ）

【照明】照明設備（ ）

【給湯】給湯設備（ ）

効率（ ）

２．備考
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（参考様式）

設計内容説明書（モデル建物法）

建築物の名称 ●●

建築物の所在地 代田区●●

設計者等氏名 計 太

【設計内容】

確認

事項

確認

項目

設計内容説明欄 確認

欄項目 設計内容 図書の種類

建築物等の

概要

建築物に

関する

事項

用途 ■非住宅 □非住宅複合建築物

非住宅部分の用途（ 所 ）

■ 力

■ 計

要 近

図

□ 適

□ 否

地域の区分 （ ）地域

階数 ・地上（ ）階、地下（ ）階

床面積 ・延べ面積 （ ）㎡

・計算対象部分の床面積（ ）㎡

計算条件 適用モデル

建物

■単一モデル建物 □複数モデル建物

モデル建物の種類（ 所 ）

外皮の概要 外壁等の

性能

計算手法等 ■断熱材の種類及び厚みを入力

□断熱材の熱伝導率及び厚みを入力

□外壁等の熱貫流率を入力

■出力

■

■

□ 適

□ 否

窓の

性能

計算手法等 ■建具の種類及びガラスの種類を入力

□建具の種類並びにガラスの熱貫流率及び日射

熱取得率を入力

□窓の熱貫流率及び日射熱取得率を入力

■出力ｼ

■断面図

■

□ 適

□ 否

空気調和設

備等の概要

各設備の

性能

対象の有無 ・計算対象空気調和設備の有無 ■有 □無

・計算対象機械換気設備の有無 □有 ■無

・計算対象照明設備の有無 ■有 □無

・計算対象給湯設備の有無 ■有 □無

・計算対象昇降機の有無 □有 ■無

■出力

■ ﾘ

■ 明

照

明

平面図

□ 適

□ 否

太陽光発電

設備

・太陽光発電設備の有無 □有 ■無

有りの場合 □全量自家消費 □売電有り

年間日射地域区分（ ）区分

□ 適

□ 否

結果 適否等 一次エネル

ギー消費量

・基準省令第 条第 項第 号ロの基準への適合

■適合（ ｍ： ） □不適合

■ 力ｼ □ 適

□ 否

50

４．設計内容説明書作成例
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モデル建物法入力支援ツール(平成28年省エネ基準用)による計算結果

1. 計算結果及び評価結果

(1) 建築物の名称 Bビル新築工事

(2) 床面積 642 43 XML D/再出力コード

(3) 省エネ地域区分/年間日射地域区分 6地域 a81aabe3 a29f 4125

(4) モデル建物 事務所モデル T YY W UZ#P JZRR

(5) 評価結果

年間熱負荷係数 【BP m】 0 69

一次エネルギー消費量 【B m】 0 71

空気調和設備 【B m/AC】 0 73

機械換気設備 【B m/V】

照明設備 【B m/L】 0 63

給湯設備 【B m/HW】 1 97

昇降機 【B m/ V】

太陽光発電 なし

(6) 判定 BP m ≦ 1 00 達成 B m ≦ 1 00 達成

2.当該建築物の仕様

(1) 外皮の仕様

外皮項目 外皮の仕様

A.建設計画 階数 / 階高の合計 3階 / 10 7m

非空調コア部の方位 北

建物の外周長さ 66 1m （そのうち、非空調コア部長さ 14 6m）

B.外壁仕様 外壁面積 北側 182 88m2 東側 104 12m2 南側 97 09m2 西側 110 73m2 

屋根 217 80m2 外気に接する床 0 00m2

平均熱貫流率 外壁 0 65W/(m2K) 屋根 0 37W/(m2K) 

外気に接する床 0 00W/(m2K)

C.窓仕様 窓面積 北側 7 92m2 東側 24 14m2 南側 93 71m2 西側 17 53m2 屋根面 0 00m2

平均熱貫流率 外壁 3 07W/(m2K) 屋根面 

平均日射熱取得率 外壁 0 297 屋根面 

(2) 空気調和設備の仕様

設備項目 設備の仕様

A.熱源 熱源機種(冷房) パッケージエアコンディショナ(空冷式)

個別熱源比率(冷房) 100%

熱源容量(冷房) 214 69W/m2

熱源効率(冷房)※ 1 36

熱源機種(暖房) パッケージエアコンディショナ(空冷式)

個別熱源比率(暖房) 100%

熱源容量(暖房) 241 53W/m2

熱源効率(暖房)※ 1 49

B.外気処理 全熱交換器 無

外気取り入れ停止 無

C.搬送制御 二次ポンプ 無

空調機 無

※ 次エネルギ 換算値

63

６．
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(3) 機械換気設備の仕様

室用途 設備の仕様

A.機械室 換気方式 評価対象設備なし

電動機出力

高効率電動機

送風量制御

計算対象床面積 m2

B.便所 換気方式 評価対象設備なし

電動機出力

高効率電動機

送風量制御

計算対象床面積 m2

C.駐車場 換気方式 評価対象設備なし

電動機出力

高効率電動機

送風量制御

計算対象床面積 m2

D.厨房 換気方式 評価対象設備なし

電動機出力

高効率電動機

送風量制御

計算対象床面積 m2

(4) 照明設備の仕様

室用途 設備の仕様

A.事務室 床面積あたりの消費電力 9 84W/m2

制御 在室検知制御：無 、 明るさ検知制御：有 

タイムスケジュール制御：無 、 初期照度補正機能：無

床面積あたりの消費電力

制御

床面積あたりの消費電力

制御
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(5) 給湯設備の仕様

室用途 設備の仕様

A.洗面・手洗い 熱源効率 0 37

配管保温仕様 保温仕様1

節湯器具 無

B.浴室 熱源効率 評価対象設備なし

配管保温仕様

節湯器具

C.厨房 熱源効率 評価対象設備なし

配管保温仕様

節湯器具

(6) 昇降機の仕様

設備項目 設備の仕様

A.制御方式 速度制御方式 評価対象設備なし

(7) 太陽光発電設備の仕様

設備項目 設備の仕様

A.パネル 面数 設置なし

B.パネル1 アレイシステム容量

アレイの種類

アレイの設置方式

アレイの設置方位角

アレイの設置傾斜角

C.パネル2 アレイシステム容量

アレイの種類

アレイの設置方式

アレイの設置方位角

アレイの設置傾斜角

D.パネル3 アレイシステム容量

アレイの種類

アレイの設置方式

アレイの設置方位角

アレイの設置傾斜角

E.パネル4 アレイシステム容量

アレイの種類

アレイの設置方式

アレイの設置方位角

アレイの設置傾斜角
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入力シートによる入力内容の一覧

１．アップロードされた入力シート

■様式A 基本情報入力シート

■様式B 1 開 部仕様入力シート ■様式B 2 断熱仕様入力シート

■様式B 3 外皮仕様入力シート

■様式C 1 空調熱源入力シート ■様式C 2 空調外気処理入力シート

■様式C 3 空調二次ポンプ入力シート ■様式C 4 空調送風機入力シート

■様式D 換気入力シート ■様式  照明入力シート

■様式F 給湯入力シート ■様式G 昇降機入力シート

■様式  太陽光発電入力シート

２．入力シートによる入力項目

基

本

情

報

C1 建物名称 Bビル新築工事

空

調

外

気

処

理

AC13 全熱交換器の有無 無

C2 地域区分 6地域 AC14 全熱交換効率

C3 適用するモデル建物 事務所モデル AC15 自動換気切替機能 無

C4 算対象室用途 AC16 予熱時外気取入れ停止の有無 無

C5 算対象床面積 642 43 m 制

御

AC17 二次ポンプの変流量制御 無

外

皮

建

物

形

状

PAL1 階数 3階 AC18 空調機の変風量制御 無

PAL2 各階の階高の合 10 7 m

換

気

V0 機械換気設備の評価 評価しない

PAL3 建物の外周長さ 66 1 m

機

械

室

V1 機械換気設備の有無

PAL4 非空調コア部の外周長さ 14 6 m V2 換気方式

PAL5 非空調コア部の方位 北 V3 電動機出力の入力方法

外

壁

性

能

PAL6 外壁面積 北 182 88 m V4 単位送風量あたりの電動機出力

PAL7 外壁面積 東 104 12 m V5 高効率電動機の有無

PAL8 外壁面積 南 97 09 m V6 送風量制御の有無

PAL9 外壁面積 西 110 73 m V7 算対象床面積

PAL10 屋根面積 217 80 m

便

所

V1 機械換気設備の有無

PAL11 床面積 0 00 m V2 換気方式

PAL12 外壁の平均熱貫流率 0 65 W/m K V3 電動機出力の入力方法

PAL13 屋根の平均熱貫流率 0 37 W/m K V4 単位送風量あたりの電動機出力

PAL14 床の平均熱貫流率 0 00 W/m K V5 高効率電動機の有無

窓

性

能

PAL15 窓面積 外壁面(北) 7 92 m V6 送風量制御の有無

PAL16 窓面積 外壁面(東) 24 14 m V7 算対象床面積

PAL17 窓面積 外壁面(南) 93 71 m

駐

車

場

V1 機械換気設備の有無

PAL18 窓面積 外壁面(西) 17 53 m V2 換気方式

PAL19 窓面積 屋根面 0 00 m V3 電動機出力の入力方法

PAL20 窓の平均熱貫流率(壁) 3 07 W/m K V4 単位送風量あたりの電動機出力

PAL21 窓の平均日射熱取得率(壁) 0 30 V5 高効率電動機の有無

PAL22 窓の平均熱貫流率(屋根) 0 00 W/m K V6 送風量制御の有無

PAL23 窓の平均日射熱取得率(屋根) 0 00 V7 算対象床面積

空

調

AC0 空気調和設備の評価 評価する

厨

房

V1 機械換気設備の有無

熱

源

AC1 主たる熱源機種（冷房） パッケージエアコンディショナ(空冷式) V2 換気方式

AC2 個別熱源比率（冷房） 100 % V3 電動機出力の入力方法

AC3 熱源容量（冷房）の入力方法 数値を入力する V4 単位送風量あたりの電動機出力

AC4 床面積あたりの熱源容量（冷房） 214 69 W/m V5 高効率電動機の有無

AC5 熱源効率（冷房）の入力方法 数値を入力する V6 送風量制御の有無

AC6 熱源効率（冷房） 1 36 V7 算対象床面積

AC7 主たる熱源機種（暖房） パッケージエアコンディショナ(空冷式)

AC8 個別熱源比率（暖房） 100 %

AC9 熱源容量（暖房）の入力方法 数値を入力する

AC10 床面積あたりの熱源容量（暖房） 241 53 W/m

AC11 熱源効率（暖房）の入力方法 数値を入力する

AC12 熱源効率（暖房） 1 49
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２．入力シートによる入力項目（続き）

照

明

L0 照明設備の評価 評価する 昇

降

機

EV1 昇降機の有無 無

事

務

室

L1 照明設備の有無 有 EV2 速度制御方式

L2 消費電力の入力方法 数値を入力する

太

陽

光

発

電

PV1 設備の有無 無

L3 消費電力 9 84 W/m PV2 年間日射地域区分

L4 在室検知制御 無 PV3 方位の異なるパネルの数

L5 明るさ検知制御 有

パ

ネ

ル

１

PV4 システムの容量

L6 タイムスケジュール制御 無 PV5 アレイの種類

L7 初期照度補正機能 無 PV6 アレイの設置方式

L1 照明設備の有無 PV7 設置方位角

L2 消費電力の入力方法 PV8 設置傾斜角

L3 消費電力

パ

ネ

ル

２

PV4 システムの容量

L4 在室検知制御 PV5 アレイの種類

L5 明るさ検知制御 PV6 アレイの設置方式

L6 タイムスケジュール制御 PV7 設置方位角

L7 初期照度補正機能 PV8 設置傾斜角

L1 照明設備の有無

パ

ネ

ル

３

PV4 システムの容量

L2 消費電力の入力方法 PV5 アレイの種類

L3 消費電力 PV6 アレイの設置方式

L4 在室検知制御 PV7 設置方位角

L5 明るさ検知制御 PV8 設置傾斜角

L6 タイムスケジュール制御

パ

ネ

ル

４

PV4 システムの容量

L7 初期照度補正機能 PV5 アレイの種類

給

湯

HW0 給湯設備の評価 評価する PV6 アレイの設置方式

洗

面

手

洗

い

HW1 給湯設備の有無 有 PV7 設置方位角

HW2 熱源効率の入力方法 数値を入力する PV8 設置傾斜角

HW3 熱源効率 0 37

HW4 配管保温仕様 保温仕様1

HW5 節湯器具 無

浴

室

HW1 給湯設備の有無 無

HW2 熱源効率の入力方法

HW3 熱源効率

HW4 配管保温仕様

HW5 節湯器具

厨

房

HW1 給湯設備の有無 無

HW2 熱源効率の入力方法

HW3 熱源効率

HW4 配管保温仕様

HW5 節湯器具
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様式A 基本情報入力シート

① シート作成月日 2019/12/13

② 入力責任者

 

③ 建物名称 Bビル新築工事

④ 建築物所在地 都道府県 東京都 市区町村 〇〇区

⑤ 省エネルギー基準

地域区分
6地域

⑥ 年間日射地域区分 A3区分

⑦ 延べ面積 [m2] 641 82

 

⑧ 建築基準法施行規則

別記様式に定める用途

記号 8470

用途の区分 事務所モデル

⑨ モデル建物法で適用する

建物モデルの種類

建物用途 事務所モデル

室用途

⑩ 計算対象部分の床面積 [m2] 642 43

⑪ 計算対象部分の

空調対象床面積 [m2]
503 05

⑫ 計算対象部分の階数 地上 3 地下 0

⑬ 計算対象部分の

階高の合計 [m]
10 7

⑭ 計算対象部分の

外周長さ [m]
66 1

⑮ 計算対象部分の

非空調コア部
方位 北 長さ m 14 6
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様
式

B
-1

 開
口

部
仕

様
入

力
シ

ー
ト

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪

建
具

仕
様

名
称

②
&

③
入

力
 又

は
 ④

入
力

⑤
＆

⑥
入

力
 又

は
 ⑤

＆
⑦

＆
⑧

入
力

 又
は

 ⑨
＆

⑩
入

力

備
考

幅
 W

[
m

]

高
さ

 H

[
m

]

窓
面

積

[
m

2
]

窓
（

ガ
ラ

ス
＋

建
具

）
の

性
能

窓
（

ガ
ラ

ス
＋

建
具

）
の

性
能

建
具

の
種

類

ガ
ラ

ス
の

性
能

熱
貫

流
率

[
W

/
(m

2
･
K

)]

日
射

熱
取

得
率

[
]

ガ
ラ

ス
の

種
類

熱
貫

流
率

[
W

/
(m

2
･
K

)]

日
射

熱
取

得
率

[
]

A
W

1
0

6
1

2
金

属
製

(複
層

ガ
ラ

ス
)

2
sA

1
2

A
W

2
1

8
1

4
9

金
属

製
(複

層
ガ

ラ
ス

)
2

sA
1
2

A
W

3
5

7
8

1
7

金
属

製
(複

層
ガ

ラ
ス

)
2

sA
1
2

A
W

4
5

0
5

2
9
9

金
属

製
(単

板
ガ

ラ
ス

)
T

A
W

5
1

8
1

4
9

金
属

製
(複

層
ガ

ラ
ス

)
2

sA
1
2
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様
式

B
-2

 断
熱

仕
様

入
力

シ
ー

ト

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

断
熱

仕
様

名
称

部
位

種
別

③
＆

⑥
入

力
 又

は
 ③

＆
④

＆
⑥

入
力

 又
は

 ⑤
＆

⑥
入

力
 又

は
 ⑦

入
力

備
考

断
熱

材
種

類

（
大

分
類

）

断
熱

材
種

類

（
小

分
類

）

熱
伝

導
率

[
W

/
(m

･
K

)]

厚
み

[
m

m
]

熱
貫

流
率

[
W

/
(m

2
･
K

)]

断
熱

材
1

屋
根

硬
質

ウ
レ

タ
ン

フ
ォ

ー
ム

断
熱

材
硬

質
ウ

レ
タ

ン
フ

ォ
ー

ム
2
種

2
号

5
0

断
熱

材
2

外
壁

吹
付

け
硬

質
ウ

レ
タ

ン
フ

ォ
ー

ム
吹

付
け

硬
質

ウ
レ

タ
ン

フ
ォ

ー
ム

A
種

1
3
5
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様
式

B
-3

 外
皮

仕
様

入
力

シ
ー

ト

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪

外
皮

名
称

方
位

③
&

④
入

力
又

は
⑤

入
力

断
熱

仕
様

名
称

建
具

仕
様

名
称

建
具

等
個

数
ブ

ラ
イ

ン
ド

の
有

無

日
除

け
効

果
係

数

備
考

幅
 W

[
m

]

高
さ

 H

[
m

]

外
皮

面
積

[
m

2
]

冷
房

暖
房

西
側

外
壁

面
西

1
2
8

2
6

断
熱

材
2

A
W

1
2

有

A
W

2
6

有

北
側

外
壁

面
北

1
9
0

8
断

熱
材

2
A
W

1
1
1

有

東
側

外
壁

面
東

1
2
8

2
6

断
熱

材
2

A
W

5
9

有

南
側

外
壁

面
南

1
9
0

8
断

熱
材

2
A
W

4
1

無

A
W

3
8

有

屋
根

面
屋

根
2
1
7

8
断

熱
材

1
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様
式

C
−

1
 空

調
熱

源
入

力
シ

ー
ト

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦

熱
源

機
器

名
称

熱
源

機
種

台
数

[
台

]

一
台

当
た

り
の

定
格

能
力

[
k

W
/
台

]

一
台

当
た

り
の

定
格

消
費

電
力

[
k

W
/
台

]

一
台

当
た

り
の

定
格

燃
料

消
費

量

[
k

W
/
台

]
備

考

冷
房

暖
房

冷
房

暖
房

冷
房

暖
房

P
1

パ
ッ
ケ
ー
ジ
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
(空

冷
式
)

1
2
8

3
1
5

7
8
4

8
2
4

P
2

パ
ッ
ケ
ー
ジ
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
(空

冷
式
)

1
4
0

4
5

1
0
7

1
0
9

P
3

パ
ッ
ケ
ー
ジ
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
(空

冷
式
)

1
4
0

4
5

1
0
7

1
0
9
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 照

明
入

力
シ

ー
ト

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪

室
名

称
室

用
途

床
面

積

[
m

2
]

照
明

器
具

名
称

消
費

電
力

[
W

/
台

]

台
数

[
台

]

省
エ

ネ
制

御
初

期
照

度

補
正

機
能

備
考

在
室

検
知

制
御

明
る

さ

制
御

タ
イ

ム
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル

制
御

1
F
西

側
事

務
室

事
務

室
5
0

5
8

A
3
6

3
6

3
1
5

有

1
F
東

側
事

務
室

事
務

室
7
4

5
8

A
3
6

3
6

3
2
1

有

２
F
事

務
室

事
務

室
1
6
9

8
A
3
6

3
6

3
4
5

有

３
F
事

務
室

事
務

室
1
6
9

8
A
3
6

3
6

3
4
5

有
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入

力
シ

ー
ト

①
②

③
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⑩

給
湯

系
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給
湯

用
途

熱
源

名
称

台
数

定
格

加
熱

能
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[
k

W
/
台

]

定
格

消
費

電
力

[
k

W
/
台

]

定
格

燃
料

消
費

量

[
k

W
/
台

]

配
管

保
温

仕
様

節
湯

器
具

備
考

W
2

1
～

３
洗

面
・

手
洗

い
電

気
温

水
器

3
1

5
1

5
保

温
仕

様
1

W
C
(M

)

W
3

1
～

3
洗

面
・

手
洗

い
電

気
温

水
器

3
1

5
1

5
保

温
仕

様
1

W
C
(W

)
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1. はじめに
1.1 趣旨

平成 年 月に、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）が公布され、平成
年 月から、 ㎡以上の非住宅建築物について、新築時等に建築物エネルギー消費性能基準（省エネ基準）
への適合が義務づけられた。また、令和元年 月に、建築物省エネ法が改正され、令和 年 月（予定）から、

㎡以上の非住宅建築物についても、新築時等に省エネ基準への適合が義務づけられることとなった。
これに伴い、省エネ基準への適合義務の対象となる建築物（義務対象建築物）の設計を行う建築士は、省エネ

適合性判定に必要となる設計図書において、省エネ基準に係る建材や設備の仕様等を明示することが必要となる。
また、義務対象建築物の工事監理者である建築士は、設計図書に明示された省エネ基準に係る建材や設備の仕

様等のとおりに工事が実施されていることを確認することが必要となる。
本マニュアルは、義務対象建築物の省エネ基準に係る工事監理の適正な実施を図るため、工事監理ガイドライ

ン（平成 年 月 日 国土交通省住宅局建築指導課長 事務連絡）に示された工事監理の確認項目及び確認方
法について、省エネ基準に係る工事に関し、より具体的に例示することを目的としている。

1.2 基本的考え方
省エネ基準への適合確認にあたりモデル建物法を利用した場合における省エネ基準に係る工事監理の確認項目

と確認方法は、モデル建物法における入力内容を踏まえ、表１ のとおり整理される。モデル建物法を利用し
た場合の具体的な確認方法について、「２．確認のポイントの例示」において詳述する。
なお、標準入力法を利用した場合における省エネ基準に係る工事監理の確認項目と確認方法は、表 ２ のと

おり整理される。標準入力法を利用した場合においては、標準入力法における入力項目を踏まえ、本書に準じ、
適切に工事監理の確認を行う。

また、義務対象建築物については、完了検査申請書に、省エネ基準に係る工事監理の実施状況に関する報告書
（省エネ基準工事監理報告書）を添付する必要がある。省エネ基準工事監理報告書の様式例は、別紙 を参照。
なお、特定行政庁によっては、別途、様式を定めていることもあるため、実際の完了検査申請を行う際には、事
前に、特定行政庁や指定確認検査機関に確認を行う必要がある。

なお、工事監理において、性能値の確認が必要な項目については、完了検査時において、建築主事又は指定確
認検査機関より、所定の性能を有していることを証明する書類（第三者認証に係る書類や自己適合宣言書）を求
められることがあるため、工事監理者は、書面や製造者のホームページ等により、当該書類の確認を行う必要が
ある。
この第三者認証に係る書類としては、 製品認証書等が該当する。また、自己適合宣言書としては、例えば、

に基づく当該製品に係る製品規格の への自己適合宣言書や、 に基づく試験方法を示
した規格に基づき性能を確認していることの適合宣言書（様式例別紙１参照）が該当する。なお、一般社団法人
住宅性能評価・表示協会ホームページ上に用意された「温熱・省エネ設備機器等ポータルサイト」は、それらの

1
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書類を入手あるいは入手するための各製造者の製品情報へのポータルサイトとなっており、完了検査等において
活用することが可能である。

なお、省エネ基準は、空気調和設備・換気設備・照明設備・給湯設備・昇降機設備といった建築設備で消費さ
れる一次エネルギー量に係るものであり、建築士は、省エネ基準に係る設計や工事監理にあたり、適宜、建築設
備士の意見を聴くことが望ましい。
※ 建築士法において、「建築士は、延べ面積が ㎡を超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合においては、

建築設備士の意見を聴くよう努めなければならない」と規定されているところ。

2
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表1.2.2 標準入力法を利用した場合における省エネ基準に係る工事監理の確認項目・確認方法

確認項目 確認方法

外皮

外壁等を構成している建材の仕様、設置状
況

・施工計画や施工記録書等に係る書類確認
・目視に係る現地確認

窓の仕様、設置状況（ブラインドボック
ス・庇の設置状況を含む）

・製品ラベルや施工記録書等に係る書類確認
・目視に係る現地確認

空気調和設
備

熱源機器の仕様、設置状況
・施工計画や施工記録書等に係る書類確認
・目視に係る現地確認

冷暖同時供給の有無 ・施工計画や施工記録書等に係る書類確認
熱源機器に係る台数制御の設置状況 ・納入仕様書や自主検査記録書等に係る書類確認

蓄熱システムの仕様、設置状況
・納入仕様書や施工記録書等に係る書類確認
・目視に係る現地確認

２次ポンプの仕様（流量制御方式を含む）、
設置状況

・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認
・目視に係る現地確認

２次ポンプの変流量制御の設置状況 ・納入仕様書や自主検査記録書等に係る書類確認
２次ポンプに係る台数制御の設置状況 ・納入仕様書や自主検査記録書等に係る書類確認

空調機の仕様、設置状況
・納入仕様書や施工記録書等に係る書類確認
・目視に係る現地確認

空調機ファンの変風量制御の設置状況 ・納入仕様書や自主検査記録書等に係る書類確認
予熱時外気取入れ停止制御の設置状況 ・納入仕様書や自主検査記録書等に係る書類確認
外気冷房制御の有無 ・納入仕様書や自主検査記録書等に係る書類確認

全熱交換器の仕様、設置状況
・納入仕様書や施工記録書等に係る書類確認
・目視に係る現地確認

全熱交換器のバイパス制御の設置状況 ・納入仕様書や自主検査記録書等に係る書類確認

換気設備

換気設備（換気代替空調機を含む）の仕様、
設置状況

・納入仕様書や施工記録書等に係る書類確認
・目視に係る現地確認

換気設備に係る各種制御（換気代替空調機を
含む）の設置状況

・納入仕様書や自主検査記録書等に係る書類確認

照明設備
照明器具の仕様、設置状況

・納入仕様書や施工記録書等に係る書類確認
・目視に係る現地確認

各種制御の設置状況 ・納入仕様書や自主検査記録書等に係る書類確認
  

4
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確認項目 確認方法

給湯設備

熱源機器の仕様、設置状況
・納入仕様書や施工記録書等に係る書類確認
・目視に係る現地確認

給湯配管の保温の仕様、設置状況
・施工計画書や施工記録書等に係る書類確認
・目視に係る現地確認

節湯器具の仕様、設置状況
・納入仕様書や施工記録書等に係る書類確認
・目視に係る現地確認

太陽熱利用設備の仕様、設置状況
・納入仕様書や施工記録書等に係る書類確認
・目視に係る現地確認

昇降機設備 昇降機の仕様、設置状況
・納入仕様書や施工記録書等に係る書類確認
・目視に係る現地確認

太陽光発電
設備

太陽光発電設備の仕様、設置状況
・納入仕様書や施工記録書等に係る書類確認
・目視に係る現地確認

パワーコンディショナの仕様、設置状況
・納入仕様書や施工記録書等に係る書類確認
・目視に係る現地確認

コージェネ
レーション
システム

コージェネレーションシステムの仕様、設置
状況

・納入仕様書や施工記録書等に係る書類確認
・目視に係る現地確認

5
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6

2. 確認のポイントの例示
2.1 本資料の構成

次ページ以降では、建材及び設備別に、次の３つのパートで工事監理の方法を解説している。
「１）確認項目」では、設計図書において記載されている内容に対応して工事監理において確認すべき項目を

表に整理している。
「２）具体的な確認方法」では、”納入前”、”材料納入時”、”施工後”などの工事の各段階において、前述の確認

すべき項目についてどのような方法で確認するかを表に整理している。その上で、標準的な工事監理において行
われている確認を説明した上で、省エネ基準に係る工事監理に特有の確認方法について説明している。
「３）確認する図書の例」では、１）、２）で示した確認を確認する具体的な図書の例を示している。
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12

参考1：モデル建物法に記載された断熱材の仕様名称

注）小分類に＊が記されたものは、設計図書に小分類の断熱材種類（例：「 相当」）が記載されていない場合のデフォルト値を表す。
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13

参考1：モデル建物法に記載された断熱材の仕様名称（続き）

注）小分類に＊が記されたものは、設計図書に小分類の断熱材種類（例：「 相当」）が記載されていない場合のデフォルト値を表す。
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14

参考2：熱伝導率等の熱性能が規定されている規格

のう
ち、以下の区分
に該当する断熱

材
建材種別（表記例） 熱伝導率

・

グラスウール断熱材 通常品（ ） 又は
グラスウール断熱材 通常品（ ） 又は
グラスウール断熱材 通常品（ ） 又は
グラスウール断熱材 通常品（ ） 又は
グラスウール断熱材 通常品（ ） 又は
グラスウール断熱材 通常品（ ） 又は
グラスウール断熱材 通常品（ ） 又は
グラスウール断熱材 通常品（ ） 又は
グラスウール断熱材 通常品（ ） 又は
グラスウール断熱材 通常品（ ） 又は
グラスウール断熱材 通常品（ ） 又は
グラスウール断熱材 通常品（ ） 又は
グラスウール断熱材 通常品（ ） 又は
グラスウール断熱材 通常品（ ） 又は
グラスウール断熱材 通常品（ ） 又は
グラスウール断熱材 通常品（ ） 又は
グラスウール断熱材 通常品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
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15

グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
グラスウール断熱材 高性能品（ ） 又は
ロックウール断熱材 又は
ロックウール断熱材 又は
ロックウール断熱材 又は
ロックウール断熱材 又は
ロックウール断熱材 又は
ロックウール断熱材 又は
ロックウール断熱材 又は
ロックウール断熱材 又は
ロックウール断熱材 又は
ロックウール断熱材 又は
インシュレーションファイバー断熱材 ファイバーマット 又は
インシュレーションファイバー断熱材 ファイバーボード 又は
ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 号 又は
ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 号 又は
ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 号 又は
ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 号 又は

ｂ 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 種 又は ｂ
ｂ 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 種 又は ｂ
ｂ 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 種 又は ｂ
ｂ 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 種 又は ｂ
ｂ 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 種 又は ｂ
ｂ 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 種 又は ｂ

押出法ポリスチレンフォーム断熱材 種 又は
押出法ポリスチレンフォーム断熱材 種 又は
押出法ポリスチレンフォーム断熱材 種 又は
押出法ポリスチレンフォーム断熱材 種 又は
押出法ポリスチレンフォーム断熱材 種 又は
押出法ポリスチレンフォーム断熱材 種 又は
押出法ポリスチレンフォーム断熱材 種 又は
押出法ポリスチレンフォーム断熱材 種 又は
硬質ウレタンフォーム断熱材 種 又は
硬質ウレタンフォーム断熱材 種 号 又は
硬質ウレタンフォーム断熱材 種 号 又は
硬質ウレタンフォーム断熱材 種 号 又は
硬質ウレタンフォーム断熱材 種 号 又は
ポリエチレンフォーム断熱材 種 号 又は
ポリエチレンフォーム断熱材 種 号 又は
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ポリエチレンフォーム断熱材 種 又は
ポリエチレンフォーム断熱材 種 又は

、 フェノールフォーム断熱材 種 号 Ⅰ、 Ⅱ 又は 、

、 フェノールフォーム断熱材 種 号 Ⅰ、 Ⅱ 又は 、

、 フェノールフォーム断熱材 種 号 Ⅰ、 Ⅱ 又は 、

、 フェノールフォーム断熱材 種 号 Ⅰ、 Ⅱ 又は 、

、 フェノールフォーム断熱材 種 号 Ⅰ、 Ⅱ 又は 、

、 フェノールフォーム断熱材 種 号 Ⅰ、 Ⅱ 又は 、

、 フェノールフォーム断熱材 種 号 Ⅰ、 Ⅱ 又は 、

、 フェノールフォーム断熱材 種 号 Ⅰ、 Ⅱ 又は 、

、 フェノールフォーム断熱材 種 号 Ⅰ、 Ⅱ 又は 、

、 フェノールフォーム断熱材 種 号 Ⅰ、 Ⅱ 又は 、

、 フェノールフォーム断熱材 種 号 Ⅰ、 Ⅱ 又は 、

、 フェノールフォーム断熱材 種 号 Ⅰ、 Ⅱ 又は 、

、 フェノールフォーム断熱材 種 号 Ⅰ、 Ⅱ 又は 、

、 フェノールフォーム断熱材 種 号 Ⅰ、 Ⅱ 又は 、

、 フェノールフォーム断熱材 種 号 Ⅰ、 Ⅱ 又は 、

、 フェノールフォーム断熱材 種 号 Ⅰ、 Ⅱ 又は 、

、 フェノールフォーム断熱材 種 号 Ⅰ、 Ⅱ 又は 、

、 フェノールフォーム断熱材 種 号 Ⅰ、 Ⅱ 又は 、

、 フェノールフォーム断熱材 種 号 Ⅰ、 Ⅱ 又は 、

のう
ち、以下の区分
に該当する断熱

材
建材種別（表記例） 熱伝導率

・

吹込み用グラスウール断熱材 ㎥ 又は LFGW952 λ0.052 以下
（ ）
吹込み用グラスウール断熱材 ㎥ 又は LFGW1052 λ0.052 以下
（ ）
吹込み用グラスウール断熱材 ㎥ 又は LFGW1051 λ0.051 以下
（ ）
吹込み用グラスウール断熱材 ㎥ 又は LFGW1152 λ0.052 以下
（ ）
吹込み用グラスウール断熱材 ㎥ 又は LFGW1151 λ0.051 以下
（ ）
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吹込み用グラスウール断熱材 ㎥ 又は LFGW1252 λ0.052 以下
（ ）
吹込み用グラスウール断熱材 ㎥ 又は LFGW1352 λ0.052 以下
（ ）
吹込み用グラスウール断熱材 ㎥ 又は LFGW1351 λ0.051 以下
（ ）
吹込み用グラスウール断熱材 ㎥ 又は LFGW1452 λ0.052 以下
（ ）
吹込み用グラスウール断熱材 ㎥ 又は LFGW1451 λ0.051 以下
（ ）
吹込み用グラスウール断熱材 ㎥ 又は LFGW1551 λ0.051 以下
（ ）
吹込み用グラスウール断熱材 ㎥ 又は LFGW1651 λ0.051 以下
（ ）
吹込み用グラスウール断熱材 ㎥ 又は LFGW1852 λ0.052 以下
（ ）
吹込み用グラスウール断熱材 ㎥ 又は LFGW1951 λ0.051 以下
（ ）
吹込み用グラスウール断熱材 ㎥ 又は LFGW2050 λ0.050 以下
（ ）
吹込み用グラスウール断熱材 ㎥ 又は LFGW2040 λ0.040 以下
（ ）
吹込み用グラスウール断熱材 ㎥ 又は LFGW2238 λ0.038 以下
（ ）
吹込み用グラスウール断熱材 ㎥ 又は LFGW2436 λ0.036 以下
（ ）
吹込み用グラスウール断熱材 ㎥ 又は LFGW2636 λ0.036 以下
（ ）
吹込み用グラスウール断熱材 ㎥ 又は LFGW2836 λ0.036 以下
（ ）
吹込み用グラスウール断熱材 ㎥ 又は LFGW3240 λ0.040 以下
（ ）
吹込み用グラスウール断熱材 ㎥ 又は LFGW3238 λ0.038 以下
（ ）
吹込み用グラスウール断熱材 ㎥ 又は LFGW3540 λ0.040 以下
（ ）
吹込み用グラスウール断熱材 ㎥ 又は LFGW3538 λ0.038 以下
（ ）
吹込み用グラスウール断熱材 ㎥ 又は LFGW3636 λ0.036 以下
（ ）
吹込み用グラスウール断熱材 ㎥ 又は LFGW4040 λ0.040 以下
（ ）
吹込み用グラスウール断熱材 ㎥ 又は LFGW4038 λ0.038 以下
（ ）
吹込み用ロックウール断熱材 ㎥ 又は LFRW2555 λ0.055 以下
（ ）
吹込み用ロックウール断熱材 ㎥ 又は LFRW2554 λ0.054 以下
（ ）
吹込み用ロックウール断熱材 ㎥ 又は LFRW2553 λ0.053 以下
（ ）
吹込み用ロックウール断熱材 ㎥ 又は LFRW2552 λ0.052 以下
（ ）
吹込み用ロックウール断熱材 ㎥ 又は LFRW2551 λ0.051 以下
（ ）
吹込み用ロックウール断熱材 ㎥ 又は LFRW2550 λ0.050 以下
（ ）
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吹込み用ロックウール断熱材 ㎥ 又は LFRW2549 λ0.049 以下
（ ）
吹込み用ロックウール断熱材 ㎥ 又は LFRW2548 λ0.048 以下
（ ）
吹込み用ロックウール断熱材 ㎥ 又は LFRW2547 λ0.047 以下
（ ）
吹込み用ロックウール断熱材 ㎥ 又は LFRW2546 λ0.046 以下
（ ）
吹込み用ロックウール断熱材 ㎥ 又は LFRW2545 λ0.045 以下
（ ）
吹込み用ロックウール断熱材 ㎥ 又は LFRW2544 λ0.044 以下
（ ）
吹込み用ロックウール断熱材 ㎥ 又は LFRW2543 λ0.043 以下
（ ）
吹込み用ロックウール断熱材 ㎥ 又は LFRW2542 λ0.042 以下
（ ）
吹込み用ロックウール断熱材 ㎥ 又は LFRW2541 λ0.041 以下
（ ）
吹込み用ロックウール断熱材 ㎥ 又は LFRW2540 λ0.040 以下
（ ）
吹込み用ロックウール断熱材 ㎥ 又は LFRW3053 λ0.053 以下
（ ）
吹込み用ロックウール断熱材 ㎥ 又は LFRW3052 λ0.052 以下
（ ）
吹込み用ロックウール断熱材 ㎥ 又は LFRW3051 λ0.051 以下
（ ）
吹込み用ロックウール断熱材 ㎥ 又は LFRW3050 λ0.050 以下
（ ）
吹込み用ロックウール断熱材 ㎥ 又は LFRW3049 λ0.049 以下
（ ）
吹込み用ロックウール断熱材 ㎥ 又は LFRW3048 λ0.048 以下
（ ）
吹込み用ロックウール断熱材 ㎥ 又は LFRW3047 λ0.047 以下
（ ）
吹込み用ロックウール断熱材 ㎥ 又は LFRW3046 λ0.046 以下
（ ）
吹込み用ロックウール断熱材 ㎥ 又は LFRW3045 λ0.045 以下
（ ）
吹込み用ロックウール断熱材 ㎥ 又は LFRW3044 λ0.044 以下
（ ）
吹込み用ロックウール断熱材 ㎥ 又は LFRW3043 λ0.043 以下
（ ）
吹込み用ロックウール断熱材 ㎥ 又は LFRW3042 λ0.042 以下
（ ）
吹込み用ロックウール断熱材 ㎥ 又は LFRW3041 λ0.041 以下
（ ）
吹込み用ロックウール断熱材 ㎥ 又は LFRW3040 λ0.040 以下
（ ）
吹込み用ロックウール断熱材 ㎥ 又は LFRW3039 λ0.039 以下
（ ）
吹込み用ロックウール断熱材 ㎥ 又は LFRW3038 λ0.038 以下
（ ）
吹込み用ロックウール断熱材 ㎥ 又は LFRW6039 λ0.039 以下
（ ）
吹込み用ロックウール断熱材 ㎥ 又は LFRW6038 λ0.038 以下
（ ）
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吹込み用ロックウール断熱材 ㎥ 又は LFRW6037 λ0.037 以下
（ ）
吹込み用ロックウール断熱材 ㎥ 又は LFRW6036 λ0.036 以下
（ ）
吹込み用セルローズ断熱材 ㎥ 又は LFCF2540 λ0.040 以下
（ ）
吹込み用セルローズ断熱材 ㎥ 又は LFCF2539 λ0.039 以下
（ ）
吹込み用セルローズ断熱材 ㎥ 又は LFCF2538 λ0.038 以下
（ ）
吹込み用セルローズ断熱材 ㎥ 又は LFCF4040 λ0.040 以下
（ ）
吹込み用セルローズ断熱材 ㎥ 又は LFCF4039 λ0.039 以下
（ ）
吹込み用セルローズ断熱材 ㎥ 又は LFCF4038 λ0.038 以下
（ ）
吹込み用セルローズ断熱材 ㎥ 又は LFCF4540 λ0.040 以下
（ ）
吹込み用セルローズ断熱材 ㎥ 又は LFCF4539 λ0.039 以下
（ ）
吹込み用セルローズ断熱材 ㎥ 又は LFCF4538 λ0.038 以下
（ ）
吹込み用セルローズ断熱材 ㎥ 又は LFCF5040 λ0.040 以下
（ ）
吹込み用セルローズ断熱材 ㎥ 又は LFCF5039 λ0.039 以下
（ ）
吹込み用セルローズ断熱材 ㎥ 又は LFCF5038 λ0.038 以下
（ ）
吹込み用セルローズ断熱材 ㎥ 又は LFCF5540 λ0.040 以下
（ ）
吹込み用セルローズ断熱材 ㎥ 又は LFCF5539 λ0.039 以下
（ ）
吹込み用セルローズ断熱材 ㎥ 又は LFCF5538 λ0.038 以下
（ ）
吹込み用セルローズ断熱材 ㎥ 又は LFCF6040 λ0.040 以下
（ ）
吹込み用セルローズ断熱材 ㎥ 又は LFCF6039 λ0.039 以下
（ ）
吹込み用セルローズ断熱材 ㎥ 又は LFCF6038 λ0.038 以下
（ ）

のう
ち、以下の区分
に該当する断熱

材
建材種別（表記例） 熱伝導率

・

吹付け硬質ウレタンフォーム 種１ 又は １（ ）
吹付け硬質ウレタンフォーム 種１ 又は １ （ ）

２ 吹付け硬質ウレタンフォーム 種２ 又は ２（ ）
吹付け硬質ウレタンフォーム 種２ 又は ２ （ ）
吹付け硬質ウレタンフォーム 種３ 又は ３（ ）
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のう
ち、以下の区分
に該当する断熱

材
建材種別（表記例） 熱伝導率

・

種押出法ポリスチレンフォーム保温板 種 又は ｂ（ ）
種押出法ポリスチレンフォーム保温板 ２種 又は ｂ（ ）
種押出法ポリスチレンフォーム保温板 ３種 又は ３ｂ（ ）
種押出法ポリスチレンフォーム保温板 ３種 又は ３ （ ）

特 種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 特号 又は 特（ ）
種フェノールフォーム保温板 種 号 又は （ ）
種フェノールフォーム保温板 種 号 又は （ ）
種硬質ウレタンフォーム保温板 種 又は （ ）
種硬質ウレタンフォーム保温板 種 号 又は （ ）
種硬質ウレタンフォーム保温板 種 号 又は （ ）
種硬質ウレタンフォーム保温板 種 号 又は （ ）
種硬質ウレタンフォーム保温板 種 号 又は （ ）
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に、製造者のカタログや一般社団法人住宅性能評価・表示協会の「温熱・省エネ設備機器等ポータルサイ
ト」等により熱性能・熱性能に係る試験方法を把握し、設計図書に記載の内容と一致していることを確認
する。

・また、サッシの種類（材質）が、設計図書に記載の材質と一致していることを目視で確認する。
③設計図書に窓全体の熱性能が記載されている場合
・サッシ製造者の納入仕様書等に記載された熱性能と、ガラス製造者の納入仕様書等に記載された熱性能を
もとに算出した熱性能が、設計図書に記載の熱性能と一致していることを確認する。

※１ ガラス表面に貼り付けられ、ガラス建築確認記号、品番、寸法等が記載されたもの。３） 参照。

設計図書に、熱性能に関する規格や試験方法が記載されている場合、工事監理者は必要に応じて、熱性能を証
明する書類（第三者認証（ ※ による熱性能証明書等）、窓性能一覧表※、自己適合宣言書等）を工事施
工者に求める。
※ 一般社団法人リビングアメニティ協会による窓の断熱性能プログラム。参考２を参照

※ 建築研究所 掲載の「非住宅建築物のエネルギー消費性能の評価方法に関する技術情報」の「窓の性能一覧」。

3) 確認する図書の例
確認に用いる書類には、設計図書の記載内容に応じ、１）に記載の確認項目が記載されていることが必要とな

る。
具体的な図書の例は、次のとおり。工事監理者は、赤線部分が設計図書の記載内容と一致していることを確認

する。
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参考1：ガラスの種類（モデル建物法入力マニュアルより）
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3) 確認する図書の例
確認に用いる書類には、設計図書の記載内容に応じ、１）に示す確認項目が記載されていることが必要となる。
具体的には、以下に示す納入仕様書等を製品納入時に受け取り、工事監理者は、赤線部分が設計図書の記載内

容と一致していることを確認する。
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合宣言書等）を工事施工者に求める。

3) 確認する図書の例
確認に用いる書類には、設計図書の記載内容に応じ、１）に示す確認項目が記載されていることが必要となる。
具体的には、以下に示す納入仕様書等を製品納入時に受け取り、工事監理者は、赤線部分が設計図書の記載内

容と一致していることを確認する。
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参考1：対象とする室用途
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機材納入時 搬入据付状況 目視に係る立会い確認、施工記録書等に係る書類確認
試運転後 運転状況 試験成績書等に係る書類確認

①給湯機器
標準的な工事監理においては、工事施工者から提出される納入仕様書等により、給湯機器が設計図書に定める

仕様等に適合していることを確認している。さらに必要に応じ機材納入時の立会い確認、工事施工者から提出さ
れる施工記録の確認、試験成績書の確認等を行っている。

省エネルギー基準に係る工事監理においては、上記の確認の際に、１）①に示す設計図書の記載内容について
確認するとともに、設置状況を確認する。
具体的には、納入仕様書等に、加熱能力・消費電力・燃料消費量や、各能力値の定格条件・試験方法が記載さ

れていることを確認する。その際、工事監理者は、必要に応じ、給湯機器が所定の性能を有していることを証明
する書類（第三者認証、自己適合宣言書等）を工事施工者等に求める。

②保温工事
標準的な工事監理においては、工事施工者から提出される施工計画書等により、使用される断熱材が設計図書

に定める仕様等に適合していることを確認している。さらに必要に応じて初期納入時の立会い確認、工事施工者
から提出される施工記録書の確認、施工状況の立会い確認等を行っている。

省エネルギー基準に係る工事監理においては、上記の確認の際に、１）②に示す設計図書の記載内容について
確認するとともに、設置状況を確認する。

③節湯器具
標準的な工事監理においては、工事施工者から提出される納入仕様書等により、衛生器具が設計図書に定める

仕様等に適合していることを確認している。

省エネルギー基準に係る工事監理においては、上記の確認の際に、１）③に示す設計図書の記載内容について
確認するとともに、設置状況を確認する。

3) 確認する図書の例
確認に用いる書類には、設計図書の記載内容に応じ、１）に示す確認項目が記載されていることが必要となる。
具体的には、以下に示す納入仕様書等を製品納入時に受け取り、工事監理者は、赤線部分が設計図書の記載内

容と一致していることを確認する。
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b) 設置状況に係る自主検査記録書

制御種類 確認内容 判定 確認者

全熱交換器自動換気切替制御
（静止型）

外気導入のためのバイパス経路切替
ダンパの設置状況

良 否

全熱交換器自動換気切替制御
（回転型）

ローターの回転を停止するための機
構の設置状況

良 否
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b) 設置状況に係る自主検査記録書

制御種類 確認内容 判定 確認者

予熱時外気取り入れ停止制御 外気取り入れを停止するための機構
（電動ダンパー等）の設置状況

良 否

予熱時を判断するためのタイマー、
中央監視盤等の設置状況

良 否
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具体的には、以下に示す納入仕様書等を製品納入時に受け取り、工事監理者は、赤線部分が設計図書の記載内
容と一致していることを確認する。
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b) 設置状況に係る自主検査記録書

制御種類 確認内容 判定 確認者

二次ポンプ変流量制御 二次ポンプインバータの設置状況 良 否

ポンプ吐出圧力センサー・末端差圧セン
サー等の設置状況

良 否

負荷流量センサーの設置状況 良 否
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b) 設置状況に係る自主検査記録書

制御種類 確認内容 判定 確認者

空調機ファン変風量制御 ファンインバータの設置状況 良 否

ユニット風量センサー・風速セン
サー・要求開度信号等の設置状況

良 否

吐出圧力センサーの設置状況 良 否
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b) 設置状況に係る自主検査記録書

制御種類 確認内容 判定 確認者

換気ファン送風量制御 濃度センサーの設置状況 良 否

濃度センサーの設置状況 良 否

温度センサーの設置状況 良 否
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－ 熱線式自動スイッチ（明るさセンサー付）（標準図※ 記号「・ 」もしくは「・ 」）
・明るさセンサー等からの信号が、照明器具まで配線されていることを確認する。

③タイムスケジュール制御
・タイムスケジュール制御が可能な照明制御盤等が設置されていることを確認する。
・照明制御盤等からの信号が、照明器具まで配線されていることを確認する。

④初期照度補正制御
・連続調光タイプの明るさセンサーが設置されていることを確認する。
・明るさセンサーからの信号が、照明器具まで配線されていることを確認する。

※ 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）

照明器具に、在室検知機能、明るさ検知機能、初期照度補正機能等が設置されている場合は、照明器具の納入
仕様書等により、それらの機能が設置されていることを確認する。

３）確認する図書の例
納入仕様書等には、照明センサーが設置されている旨が記載されていることが必要となる。
具体的には、以下に示す納入仕様書等を製品納入時に受け取り、工事監理者は、赤線部分が設計図書の記載内

容と一致していることを確認する。
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b) 設置状況に係る自主検査記録書

制御種類 確認内容 判定 確認者

在室検知制御 連続調光タイプ・段調光タイプ・点滅タイ
プ人感センサーの設置状況

良 否

熱線式自動スイッチの設置状況 良 否

明るさ検知制御 連続調光タイプ明るさセンサー・自動点滅
器の設置状況

良 否

熱線式自動スイッチ（明るさセンサー付）
の設置状況

良 否

タイムスケジュール制御 照明制御盤の設置状況 良 否

初期照度補正制御 連続調光タイプ明るさセンサーの設置状況 良 否
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太陽光発電設備

選択機器名 定義

太陽電池アレイ の測定方法に基づき測定され、 に基
づいて表示された｢標準太陽電池アレイ出力｣

結晶系太陽電池モジュール 、 または に基づいて記
載された太陽電池モジュールの 枚あたりの標準太陽電池
モジュール出力

結晶系以外の太陽電池モジュール または に基づいて記載された太陽電
池モジュールの 枚あたりの標準太陽電池モジュール出力

アモルファス太陽電池他 に基づいて記載された太陽電池モジュールの
枚あたりの標準太陽電池モジュール出力

多接合太陽電池 に基づいて記載された太陽電池モジュールの
枚あたりの標準太陽電池モジュール出力
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別紙３ 省エネ基準工事監理報告書
1) モデル建物法を利用した場合における省エネ基準工事監理報告書

工事の監理状況を報告します。

この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。

工事監理者 印

物件概要

報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）

① 断熱材の仕様、設置状況
A・B・C

・

・

適・不適

② 窓の仕様、設置状況（ブラインドボックス、庇の設置状況を含む）

A・B・C

・

・

適・不適

① 熱源機器の仕様、設置状況
A・B・C

・

・

適・不適

② 全熱交換器の仕様、設置状況
A・B・C

・

・

適・不適

③ 全熱交換器のバイパス制御の設置状況
A・B・C

・

・

適・不適

④ 予熱時外気取入れ停止制御の設置状況
A・B・C

・

・

適・不適

⑤ ２次ポンプの変流量制御の設置状況
A・B・C

・

・

適・不適

⑥ 空調機ファンの変風量制御の設置状況
A・B・C

・

・

適・不適

① 換気設備の仕様、設置状況
A・B・C

・

・

適・不適

②
A・B・C

・

・

適・不適

① 照明器具の消費電力、台数および取付状況
A・B・C

・

・

適・不適

② 各種制御の設置状況

① 熱源機器の仕様、設置状況
A・B・C

・

・

適・不適

② 給湯配管の保温の仕様、設置状況
A・B・C

・

・

適・不適

③ 節湯器具の仕様、設置状況
A・B・C

・

・

適・不適

昇降機の仕様、設置状況
A・B・C

・

・

適・不適

太陽光発電の仕様、設置状況

A・B・C

・

・

適・不適

［注意］

１．本様式は、「モデル建物法」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した建築物に係る工事監理を対象としています。

２．計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。

３．「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第１条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。

４．「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを○で囲んでください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。

A:目視による立会確認 B: 計測等による立会い確認 C：施工計画書等・試験成績書等による確認

送風量制御の設置状況

【在室検知制御・ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ制御・初期照度補正制御・昼光連動調光制御

省エネ基準工事監理報告書

工 事 名 称

敷 地 の 地名 地番

項 目 報 告 事 項 確認方法

建 築 主

                    様
平成 年 月 日

確認結

果

照合を行った

設計図書

７．太陽光発電設備

５．給湯設備

１．外皮

２．空気調和設備

３．換気設備

適・不適

・明るさ感知による自動点滅制御・照度調整調光制御

A・B・C

・

・

６．昇降機設備

４．照明設備

任意様式
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2) 標準入力法を利用した場合における省エネ基準工事監理報告書

 

工事の監理状況を報告します。

この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。

工事監理者 印

物件概要

報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）

① 外壁等を構成している建材の仕様、設置状況
A・B・C

・

・

適・不適

② 窓の仕様、設置状況（ブラインドボックス、庇の設置状況を含む）

A・B・C

・

・

適・不適

① 熱源機器の仕様、設置状況
A・B・C

・

・

適・不適

② 冷暖同時供給の有無
A・B・C

・

・

適・不適

③ 熱源機器に係る台数制御の設置状況
A・B・C

・

・

適・不適

④ 蓄熱システムの仕様、設置状況
A・B・C

・

・

適・不適

⑤ ２次ポンプの仕様（流量制御方式を含む）、設置状況
A・B・C

・

・

適・不適

⑥ ２次ポンプの変流量制御の設置状況
A・B・C

・

・

適・不適

⑦ ２次ポンプに係る台数制御の設置状況
A・B・C

・

・

適・不適

⑧ 空調機の仕様、設置状況
A・B・C

・

・

適・不適

⑨ 空調機ファンの変風量制御の設置状況
A・B・C

・

・

適・不適

⑩ 予熱時外気取入れ停止制御の設置状況
A・B・C

・

・

適・不適

⑪ 外気冷房制御の有無
A・B・C

・

・

適・不適

⑫ 全熱交換器の仕様、設置状況
A・B・C

・

・

適・不適

⑬ 全熱交換器のバイパス制御の設置状況
A・B・C

・

・

適・不適

① 換気設備（換気代替空調機を含む）の仕様、設置状況
A・B・C

・

・

適・不適

②
A・B・C

・

・

適・不適

① 照明器具の消費電力、台数および取付状況
A・B・C

・

・

適・不適

② 各種制御の設置状況

① 熱源機器の仕様、設置状況
A・B・C

・

・

適・不適

② 給湯配管の保温の仕様、設置状況
A・B・C

・

・

適・不適

③ 節湯器具の仕様、設置状況
A・B・C

・

・

適・不適

④ 太陽熱利用設備の仕様、設置状況
A・B・C

・

・

適・不適

昇降機の仕様、設置状況
A・B・C

・

・

適・不適

① 太陽光発電の仕様、設置状況

A・B・C

・

・

適・不適

② パワーコンディショナの仕様、設置状況

A・B・C

・

・

適・不適

コージェネレーションシステムの仕様、設置状況

A・B・C

・

・

適・不適

［注意］

１．本様式は、「標準入力法」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した建築物に係る工事監理を対象としています。

２．計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。

３．「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第１条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。

４．「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを○で囲んでください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。

A:目視による立会確認 B: 計測等による立会い確認 C：施工計画書等・試験成績書等による確認

適・不適

・明るさ感知による自動点滅制御・照度調整調光制御

A・B・C

・

・

６．昇降機設備

４．照明設備

８．コージェネレーションシ

ステム

５．給湯設備

１．外皮

２．空気調和設備

３．換気設備

換気設備に係る各種制御（換気代替空調機を含む）の設置状況

【在室検知制御・ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ制御・初期照度補正制御・昼光連動調光制御

７．太陽光発電設備

工 事 名 称

敷 地 の 地名 地番

項 目 報 告 事 項

省エネ基準工事監理報告書

確認方法

建 築 主

                    様
平成 年 月 日

確認結果
照合を行った

設計図書

任意様式
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住宅省エネルギー技術講習会
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